
議
員
提
出
第
十
号
議
案

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
に
つ
い
て
法
整
備
を
含
む
強
化
策
を
求
め
る
意
見
書

近
年
、
一
部
の
国
や
民
族
あ
る
い
は
特
定
の
国
籍
の
外
国
人
を
排
斥
す
る
差
別
的
言
動
（
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
）
が
、
社
会
的
関
心
を
集
め
て
い
る
。

昨
年
、
国
際
連
合
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
人
種
差
別
的
言
動
の
広
が
り
に
懸
念
を
示
し
、
締
約
国
で
あ

る
日
本
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
差
別
的
言
動
に
対
処
す
る
措
置
を
採
る
べ
き
と
の
勧
告
を
し
た
。

さ
ら
に
、
国
際
連
合
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
も
日
本
に
対
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
の
撤
廃
に

関
す
る
国
際
条
約
（
人
種
差
別
撤
廃
条
約
）
」
の
締
約
国
と
し
て
、
法
に
よ
る
規
制
を
行
う
な
ど
の
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
へ
の
適
切
な
対
処
に
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求
め
る
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。

最
近
で
は
、
京
都
地
方
裁
判
所
及
び
大
阪
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
特
定
の
民
族
・
国
籍
の
外

国
人
に
対
す
る
発
言
に
関
係
す
る
事
件
に
つ
い
て
違
法
性
を
認
め
た
判
決
を
、
最
高
裁
判
所
が
認
め
る
決
定

を
下
し
た
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、
社
会
の
平
穏
を
乱
し
、
人
間
の
尊
厳
を
侵
す
行
為
と
し
て
、
そ
れ
を
規
制
す
る
法

整
備
が
さ
れ
て
い
る
国
も
あ
る
。
二
○
二
○
年
に
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

が
開
催
さ
れ
る
が
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
放
置
す
る
こ
と
は
国
際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
へ
の
信
頼
を
失
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
表
現
の
自
由
・
言
論
の
自
由
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
も
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
対
策
に
つ
い
て
、
法
整
備
を
含
め
た
強
化
策
を
速
や
か
に
検
討
し
実
施
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日
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